
ざ
い
の
ほ
う

財

法
で
も
同
じ
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
不
足
部
分
に
つ
い
て
補
足
さ
れ

て
い
っ
た
。

④

身
分
制
度

り
ょ
う
み
ん

せ
ん

律
令
制
の
身
分
は
数
段
階
に
分
類
さ
れ
る
が
、
基
本
は
「
良
民
と
賤

み
ん民
」
の
区
別
に
あ
る
。
そ
の
身
分
を
分
け
る
基
準
は
「
姓
」（
カ
バ
ネ
又

は
ウ
ジ
ナ
）
を
持
つ
か
持
た
な
い
か
で
決
ま
っ
た
。
律
令
社
会
で
は
、
天

皇
と
、
賤
民
は
姓
が
な
か
っ
た
。

ま
た
、
貴
族
の
特
権
で
あ
っ
た
身
分
指
標
に
位
階
が
あ
る
。
正
一
位
か

ら
少
初
位
下
ま
で
三
〇

階
あ
り
、
そ
の
上
下
身

分
は
、
天
皇
を
中
心
と

す
る
豪
族
層
の
全
国
支

配
体
制
と
し
て
確
立
さ

れ
た
経
緯
が
伺
え
、
五

位
以
上
（
貴
族
）
と
そ

れ
以
下
で
は
、
位
田

（
町
）、
位
封
（
戸
）、

位
録
、
季
録
な
ど
、

は
っ
き
り
と
し
た
支
給

制
度
で
あ
っ
た
。
六
位

以
下
は
季
録
で
、
官
吏

の
俸
給
は
年
二
回
の
支

給
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
刑
法
上
も
官
位
に
応
じ
て
刑
罰
軽
減
の
特
権
が

あ
っ
た
。

二

都
市
の
建
設
と
地
方
支
配

わ
き
ょ
う

倭
京
と
藤
原
京

日
本
の
都
城
が
中
国
の
そ
れ
の
影
響
の
も
と
に
成
立

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
都
城
制
の
研
究
を
と
お
し
て

律
令
時
代
の
古
代
国
家
制
度
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
新
し
い
国
家

宮
殿
の
誕
生
は
、
そ
の
象
徴
で
あ
る
大
極
殿
の
成
立
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
。
大
極
殿
は
藤
原
宮
に
至
っ
て
成
立
し
『
続
日
本
紀
』
に
記
載
さ

れ
て
お
り
、
ま
た
、
文
化
財
調
査
か
ら
も
遺
構
を
確
認
す
る
に
至
っ
て
い

る
。「

倭
京
」、「
倭
都
」
と
か
言
う
名
で
白
雉
四
年
（
六
五
三
）
か
ら
天
武

元
年
（
六
七
二
）
に
か
け
て
、『
日
本
書
紀
』
に
見
え
る
。
倭
京
に
つ
い

て
の
研
究
は
岸
俊
男
、
狩
野
久
ら
の
研
究
が
進
ん
で
お
り
、
今
泉
隆
雄
も

前
二
者
の
考
え
を
継
承
し
た
う
え
で
、

倭
京
と
は
、
崇
峻
天
皇
元
年
（
五
九
二
）
か
ら
持
統
八
年
（
六
九
四
）
の
ほ
ぼ
一
世

と
よ
う
ら
の
み
や

お

わ
り
だ
の
み
や

い
た
ぶ
き
の
み
や

紀
の
間
に
、
確
実
な
と
こ
ろ
で
豊
浦
宮
・
小
墾
田
宮
・
板
蓋
宮
・
川
原
宮
・
浄
御

原
宮
の
宮
室
が
相
次
い
で
営
ま
れ
た
（
講
座
『
日
本
の
歴
史
・
古
代
２
』）。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
、
飛
鳥
寺
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
寺
院
が

建
立
さ
れ
、
六
八
〇
年
に
は
京
内
に
二
四
寺
存
在
し
、
自
然
的
に
形
成
さ

れ
た
京
で
あ
り
、
倭
京
成
立
は
斉
明
朝
ま
で
遡
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
藤
原
京
造
営
に
至
る
ま
で
の
飛
鳥
地
方
一
帯
の
宮
・
寺

律
令
制
の
身
分

君

天
皇皇

親

良
民

臣

官
人有

位
（
貴
）
…
…
三
位
以
上

（
通
貴
）
…
五
位
以
上

六
位
〜
初
位

無
位

民

百
姓

雑
色
人

品
部

雑
戸

賤
民

陵
戸

官
戸

家
人

官
（
公
）
奴
婢

私
奴
婢
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ろ
う
こ
く
だ
い

院
・
漏
刻
台
・
須
弥
像
・
飛
鳥
川
一
帯
・
儀
式
広
場
等
々
、
一
定
の
範
囲

を
持
つ
京
内
を
確
実
に
整
備
し
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

藤
原
京
の
造
営
が
本
格
化
し
た
の
は
持
統
四
年
（
六
九
〇
）
で
、
ま
ず

太
政
大
臣
の
高
市
皇
子
ら
に
現
地
視
察
さ
せ
、
天
皇
自
身
も
十
二
月
に
藤

原
に
出
か
け
、
大
和
三
山
と
言
わ
れ
る
香
具
山
・
畝
傍
山
・
耳
成
山
に
囲

あ
ら
ま
し
の
み
や
こ

ま
れ
た
地
が
決
定
さ
れ
た
。『
日
本
書
紀
』
に
は
「

新
益
京
」
と
記
さ
れ

て
お
り
、
着
工
か
ら
四
年
経
っ
た
持
統
八
年
（
六
九
四
）
に
完
成
し
、
天

皇
は
そ
の
年
十
二
月
に
宮
廷
入
り
を
し
て
い
る
。
京
城
は
岸
俊
男
説
が
通

説
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、

・
東
西
約
一
・
二
�
（
六
千
尺
）、
南
北
三
・
二
�
（
九
千
尺
）

・
一
二
条
四
坊
の
条
坊
を
設
置
（
令
大
尺
七
五
〇
四
方
の
地
割
り
を

基
準
）

・
朱
雀
大
路
幅
二
四
㍍
、
通
常
大
路
幅
一
五
㍍
、
小
路
幅
六
㍍

・
左
京
と
右
京
に
区
別
さ
れ
た
。

ま
た
、
最
近
の
発
掘
調
査
で
、
こ
れ
ま
で
定
説
化
さ
れ
て
き
た
藤
原
京

城
は
、
土
橋
遺
跡
の
発
見
に
よ
っ
て
京
城
外
か
ら
条
坊
遺
構
が
発
見
さ

れ
、
大
藤
原
京
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
東
西
・
南
北
と
も
に
一
〇

里
の
長
さ
を
有
す
る
正
方
形
の
条
坊
で
は
な
か
っ
た
か
と
す
る
、
中
村
太

一
の
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
藤
原
京
の
建
設
に
よ
り
、
次
世
代
に
繋
が
る
奈
良
の
都
へ
と
移
っ

て
い
く
。

律
令
都
城
の
成
立

ち
ょ
う

日
本
都
城
の
源
流
は
、
平
城
京
が
唐
代
の
都

長

あ
ん安
、
洛
陽
の
影
響
を
受
け
、
成
立
し
た
と
指
摘
さ

れ
て
き
た
が
（
関
野
貞
『
平
城
京
及
び
大
内
裏
考
』
）
、
岸
俊
男
に
よ
っ
て
、

ほ
く

ぎ

ら
く
よ
う

日
本
の
都
城
は
藤
原
京
に
あ
る
と
し
て
、
そ
の
源
流
は
北
魏
洛
陽
城
又
は

と
う

ぎ

ぎ
ょ
う
な
ん

東
魏
�
南
城
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
て
い
る
（「
日
本
の
宮
都
と
中
国
の

宮
城
」）。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
見
解
に
中
国
の
考
古
学
者
王
仲
殊
は
、
北
魏

洛
陽
城
の
建
設
時
期
に
ズ
レ
が
あ
る
こ
と
や
藤
原
京
の
平
面
プ
ラ
ン
及
び

構
造
に
ふ
れ
、
背
景
と
し
て
当
時
の
日
本
の
使
節
は
洛
陽
を
訪
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
、
と
反
論
し
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
日
中
両
国
の
都
城
研
究

は
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
言
え
、
律
令
制
の
原
形
は
北
魏
か
ら
出
発
し
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
し
、
当
然
都
城
制
の
導
入
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。

飛
鳥
藤
原
京
か
ら
「
中
ツ
道
・
下
ツ
道
」
の
道
路
が
真
っ
直
ぐ
北
に
延

び
た
所
に
平
城
京
が
あ
る
。
平
城
遷
都
の
詔
が
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
に

出
さ
れ
た
。
律
令
制
を
中
心
に
な
っ
て
推
進
し
て
き
た
藤
原
不
比
等
は
、

大
納
言
か
ら
右
大
臣
に
昇
進
し
、
そ
の
地
位
を
確
固
た
る
も
の
に
し
な
が

ら
も
、
そ
の
実
力
を
示
す
舞
台
を
企
画
・
立
案
し
た
の
が
平
城
遷
都
で
あ

し

き
ん

る
。
元
明
天
皇
は
平
城
の
地
を
詮
議
し
、「
四
禽
、
図
に
叶
い
…
地
相
を

う
ら
な

卜
っ
た
結
果
も
め
で
た
い
」
と
し
て
、
和
銅
三
年
（
七
一
〇
）
平
城
に
遷

都
し
た
。

平
城
京
は
前
身
の
藤
原
京
の
東
西
の
京
極
を
北
に
延
ば
し
、
そ
れ
を
西

へ
折
り
返
し
て
二
倍
の
大
き
さ
に
設
計
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
現
在
発
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掘
調
査
進
行
中
で
あ
り
、
そ
の
規
模
・
構
造
は
想
像
を
超
え
る
巨
大
さ
を

感
じ
さ
せ
、
初
期
の
内
裏
・
大
極
殿
・
朝
堂
院
は
聖
武
朝
（
七
二
四
〜
七

四
九
）
に
な
っ
て
東
側
に
移
り
、
第
二
次
朝
堂
院
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

第
一
次
朝
堂
院
は
瓦
葺
き
で
、
柱
は
丹
塗
り
の
大
陸
風
の
礎
石
建
物
で
あ

る
の
に
対
し
、
第
二
次
朝
堂
院
は
総
て
掘
立
柱
建
物
で
、
桧
皮
葺
き
と
い

う
対
照
的
な
様
式
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
現
在
は
藤
原

京
の
戸
数
一
五
〇
五
戸
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
平
城
京
の
人
口
を
割
り
出

し
た
と
き
、
約
十
万
人
く
ら
い
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
律
令
時

代
、
奈
良
の
都
が
華
や
か
に
で
き
て
い
た
の
も
、
地
方
の
支
援
が
あ
っ
た

か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

せ
っ

つ

し
き

律
令
国
家
行
政
は
、
特
別
行
政
区
と
し
て
「
摂
津
識
と
大
宰
府
」
が
置

か
れ
、
他
の
行
政
区
を
「
国
・
郡
・
里
」
に
分
け
全
国
を
総
支
配
し
た
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
次
々
に
各
分
野
に
お
い
て
整
備
さ
れ
た
。

・
大
宝
四
年
（
七
〇
四
）
…
諸
国
の
印
が
で
き
、
文
書
に
よ
る
行
政
が

確
立
す
る
。

・
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
…
大
隅
国
な
ど
全
国
六
六
国
二
島
が
成
立
。

養
老
年
間
に
は
六
九
国
と
三
島
（
壱
岐
・

た

ね

対
馬
・
多
�
）
か
ら
成
っ
て
い
た
が
、
延

喜
式
で
は
六
六
国
と
な
る
。

・
霊
亀
元
年
（
七
一
五
）
…
郷
里
制
の
確
立
。

・
養
老
三
年
（
七
一
九
）
…
畿
内
と
大
宰
府
管
内
の
西
海
道
を
除
く
地

あ
ん
さ
つ

し

域
に
按
察
使
が
任
命
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
、
地
方
行
政
整
備
を
図
っ
た
が
、
そ
れ
に
は
何
と
言
っ
て
も
主

要
幹
線
道
路
の
整
備
が
第
一
条
件
で
あ
っ
た
。
全
国
を
畿
内
と
七
道
（
東

海
道
・
東
山
道
・
北
陸
道
・
山
陽
道
・
山
陰
道
・
南
海
道
・
西
海
道
）
に
大

別
し
、
特
に
西
海
は
東
ア
ジ
ア
と
の
外
交
を
図
る
た
め
、
北
部
九
州
に
大

宰
府
を
、
東
北
に
は
多
賀
城
・
秋
田
城
等
を
設
置
し
た
。
摂
津
国
だ
け
は

難
波
宮
が
あ
る
た
め
摂
津
職
と
い
う
特
別
官
制
が
し
か
れ
た
。
律
令
時
代

う
ま
や

の
地
方
国
で
は
、
陸
路
に
駅
と
呼
ば
れ
る
施
設
が
配
置
さ
れ
、
官
人
た
ち

は
そ
こ
に
配
備
さ
れ
た
馬
を
乗
り
継
い
で
、
情
報
の
伝
達
や
物
資
の
輸
送

等
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
国
の
国
府
や
郡
衙
等
は
官
道

に
近
い
所
に
位
置
し
、
互
い
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
っ
て
い
た
と
想
定
さ

れ
る
。

西
海
道
と

九
国
の
成
立

大
化
以
前
の
国
々
は
四
国
で
あ
っ
た
。『
古
事
記
』
神

お
お

や

し
ま

代
巻
の
大
八
島
誕
生
の
項
に
筑
紫
島
を
「
…
こ
の
嶋
も

ま
た
、
身
一
つ
に
て
面
四
つ
有
り
」
と
あ
っ
て
、
筑
紫
国
、
豊
国
、
肥
国
、

熊
曾
国
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
欽
明
十
五
年
十
二

月
の
条
で
は
百
済
の
聖
明
王
が
我
が
国
に
救
援
軍
を
求
め
て
き
た
と
き
、

つ
く
し

ほ
と
り

そ
の
軍
を
「
竹
斯
島
の
上
」
と
い
い
、
九
州
を
島
と
認
識
し
て
い
る
。
し

か
し
『
続
日
本
紀
』
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
に
よ
れ
ば
、「
筑
紫
七
国
と

越
後
国
」
の
名
が
見
え
、
四
国
か
ら
七
国
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
い
つ
か
ら
七
国
に
な
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
お
お
よ
そ
七
世

紀
末
ご
ろ
で
あ
り
、
筑
紫
・
豊
・
肥
国
が
そ
れ
ぞ
れ
前
・
後
に
分
裂
し
、

後
に
熊
曾
か
ら
日
向
国
が
生
ま
れ
て
七
国
が
成
立
し
た
も
の
と
思
え
る
。
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初
見
史
料
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

持
統
天
皇
十
年

（
六
九
六
）

肥
後
国

文
武
天
皇
二
年

（
六
九
八
）

筑
前
国
・
豊
後
国
・
日
向
国

大
宝
二
年

（
七
〇
二
）

豊
前
国
・
薩
摩
国

慶
雲
四
年

（
七
〇
七
）

筑
後
国

和
銅
六
年

（
七
一
三
）

大
隅
国

天
平
十
二
年

（
七
四
〇
）

肥
前
国

ぞ
う
せ
き
ね
ん

国
が
分
轄
さ
れ
た
背
景
に
は
、
六
年
ご
と
に
巡
っ
て
く
る
造
籍
年
が
あ

り
、
そ
れ
が
ち
ょ
う
ど
六
九
六
年
に
な
る
の
で
、
そ
の
前
年
の
持
統
天
皇

九
年
（
六
九
五
）
に
分
轄
し
、
六
年
後
に
薩
摩
国
を
日
向
国
か
ら
、
そ
の

六
年
後
に
、
日
向
国
か
ら
大
隅
国
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。『
続
日
本

紀
』
慶
雲
三
年
（
七
〇
六
）
七
月
の
条
に
「
九
国
三
嶋
」
と
あ
る
が
、
こ

れ
は
追
書
で
あ
り
、
壱
岐
・
多
�
・
対
馬
の
三
島
を
加
え
て
九
国
三
島
と

な
る
の
は
和
銅
六
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、

さ
き
も
り

と
ぶ
ひ

・
天
智
三
年
「
対
馬
国
、
壱
岐
国
、
筑
紫
国
等
に
防
人
と
烽
を
置
く
」

・
天
智
六
年
「
対
馬
国
の
金
田
城
を
築
く
」

等
の
記
載
で
あ
る
。
白
村
江
の
戦
い
以
後
、
緊
迫
し
た
ア
ジ
ア
情
勢
の
中

で
、
そ
の
戦
い
の
最
先
端
の
島
国
と
な
っ
た
対
馬
国
と
壱
岐
国
等
は
、
早

い
段
階
で
一
国
の
扱
い
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
、
天

長
元
年
（
八
二
四
）
に
多
�
島
司
が
辞
め
さ
せ
ら
れ
て
大
隅
国
に
従
属
さ

れ
る
ま
で
の
一
一
〇
年
間
、
九
州
は
九
国
三
島
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
以

後
九
州
は
九
国
二
島
と
な
る
。
ち
な
み
に
、
豊
前
国
の
初
見
は
大
宝
二
年

（
七
〇
二
）
で
あ
り
、
養
老
令
の
国
四
等
官
に
よ
れ
ば
「
上
国
」
に
位
置

付
け
ら
れ
た
。

豊
前
国
内
の
郡
・
郷
の
構
成
を
『
延
喜
式
』
と
『
和
名
類
聚
鈔
』
か
ら

見
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

三

大
宰
府
と
豊
前
国
府

１

大
宰
府
以
前

筑
紫
大
宰

宣
化
天
皇
元
年
（
五
三
六
）
に
、
任
那
情
勢
の
危
機
を

ふ
ま
え
、
筑
紫
国
は

と
お

ち
か

ま
う

い
た

ゆ
き
き

せ
き
と

遐
く
邇
く
、
朝
で
届
る
所
、
去
来
の
関
門
に
す
る
所
な
り

と
し
て
、
河
内
国
、
尾
張
国
、
伊
勢
国
、
伊
賀
国
の
各
屯
倉
の
殻
を
、
筑

な
の
つ

み
や
け

紫
国
の
那
津
に
官
家
を
造
っ
て
、
筑
・
肥
・
豊
の
三
か
国
の
屯
倉
を
集
積

郡
名

郷

名

現
在
の
市
町
村

企
救

長
野
・
蒲
生

北
九
州
市

田
河

香
春
・
雉
治
・
位
登
・
城
田

田
川
郡
・
田
川
市

京
都

諫
山
・
本
山
・
刈
田
・
高
来

京
都
郡
・
行
橋
市

仲
津

砦
見
・
蒭
見
・
城
井
・
狭
度
・
高
屋
中
巨
・
仲
津
・

高
家

築
城

綾
幡
・
桑
田
・
樢
木
・
大
野

築
上
郡
・
豊
前
市

上
毛

山
田
・
炊
江
・
多
布
・
上
身

下
毛

山
國
・
大
家
・
麻
生
・
野
仲
・
諫
山
穴
石
・
小
楠

下
毛
郡
・
中
津
市

宇
佐

野
麻
・
酒
井
・
�
原
・
封
戸
・
向
野
廣
山
・
垣
田
・

高
家
・
深
見
・
辛
島

宇
佐
郡
・
宇
佐
市
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